
新潟市公告第344号 

 

 

 

開発行為に関する工事完了公告について 
 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定に基づき，開発行為

に関する工事が完了した旨を，次のとおり公告します。 

 

 

 令和３年７月２７日 

 

                    新 潟 市 長  中 原  八 一      

 
 

許可番号 令和２年９月１０日  新東建Ｆ第２０４号の２ 

開発区域又は工区 

に含まれる 

地域の名称 

新潟市東区海老ケ瀬新町８０３番５ 外１２筆 

 

許可を受けた者の 

 

住所及び氏名 

新潟市江南区曽川甲５２７番地３ 

株式会社 ノガミ 

代表取締役 野上 清隆 

  検査済証番号    令和３年６月３０日 新東建Ｆ第２０４号の５ 

 

掲示期間 7.27‐ 8.5 


